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八王子市保健所からの注意事項  

  

毎年、全国的に各種イベントでの食中毒事故が多発しています。事故防止の観点から、出店者、

施設、食品等について、規制がありますので遵守してください。 

１．「臨時出店者」として該当する者の要件  

① 八王子商工会議所から出店を認められた者 

② 飲食店行為及び食料品販売行為を行う者 

③ 上記②の出店日数が、東京都内の行事において１年間のうち５日以下の者（八王子まつりの３

日間を含む） 

 上記のすべてを満たす者について、臨時出店届による出店が可能です。 

 上記③について、５日を超える場合は、「臨時営業者」となり、飲食店営業（臨時）又は菓子製造

業（臨時）※の営業許可が必要です。詳細は、保健所にお問い合わせください。 

 

臨時営業者の場合の手数料等は下表のとおり。取扱食品１品目に対し、１つの許可が必要です。 

（都内一円、有効期限５年間） 

 内        容 

申 請 主たる営業場所を所管する保健所長（手続きの方法についてはご相談ください。） 

手数料 

新規：飲食店営業（臨時）￥６，５００ 

更新：現在有効な飲食店営業（臨時）・菓子製造業（臨時）を取得している方は、 

   飲食店営業（臨時）が￥４，５００で手続き可能です。 

※食品衛生法改正に伴い、令和 3 年 6 月以降に許可を取得する場合、菓子製造業（臨時）は飲食店営業（臨時）

に統合されました。 

 

２．許可要件（施設面、運用面）   臨時営業者、臨時出店者に共通事項 

 (1) 施設基準 

 内        容 

構 造 
屋根、側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるもの

であり、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造の施設であること。 

洗 浄 設 備 
器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。ただし、洗浄設備及び手洗

い設備は兼ねることも可能とする。 

消 毒 設 備 手指を消毒するため、消毒用薬品を入れた容器を備えること。 

冷 蔵 設 備 
必要に応じて、取扱量に応じた性能と容量を有する冷蔵設備を備えること。 

（冷蔵設備には温度計を設置し、温度が上がらないよう注意すること。） 

格 納 設 備 食品及び器具・容器包装等を衛生的に保管できる格納設備を備えること。 

給 水 設 備 
蛇口のついた容量１８リットル以上のふたの付いた容器を備え、使用する水

は、飲用適の水であること。 

排 水 設 備 排水容器を備えること。 

廃 棄 物 用 設 備 
廃棄物（客が使用した食器類を含む。）を衛生的に処理するためのふたの付い

た容器を備えること。 
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 (2)衛生管理の要件 

① 施設周辺を清潔に保つこと。 

② 手洗い設備には、せっけん及び消毒液を備え、常に使用できる状態にしておくこと。 

④ 施設の補修及び水の補充に努めること。 

⑤ 食品及び器具・容器包装等は衛生的に取り扱うこと。また、営業場所で使用する食器類は、一

回限りの使用とすること。（ブレンダーは使用できません） 

⑤ 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で行うこと。 

⑥ 廃棄物容器は汚液、汚臭等が漏れないようにし、かつ、清潔に保つこと。 

⑦ 営業場所における調理、加工及び製造等の行為は全て施設内で行うこと。 

⑧ 取扱品目及び量は、施設の規模等に見合ったものとすること。 

⑨ 調理作業に従事する者は、清潔な衣服を着用すること。 

⑩ 従事者は、爪を短く切り、食品を扱う前及び用便後には、手指の洗浄及び消毒を十分に行うこと。 

⑪ 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。 

⑫ 飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかったとき、又はその疾病の病原体を保有してい

ることが判明したときは、そのおそれがなくなるまでの期間、食品に直接接触することのないよ

う食品の取扱作業には十分注意すること。 

 

３．取扱食品  

  取扱食品の要件 

 

 ① 生もの（さしみ、生卵、生肉等）、生クリームの提供は行わないこと。ただし、これらを原材

料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。 

 ② 原材料の細切等の仕込み行為は、営業場所で行わないこと。仕込みの必要な原材料を使用する場

合は、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で当日に仕込みを行い、必要に応じ

て使用（調理）直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。ただし、野菜のカットのみ前日可と

する。 

 ③ 営業場所での製造、加工及び調理に当たり、多量の水の使用を必要とする食品は取り扱わない

こと。 

④ ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わな

いものは取り扱わないこと。 

⑥  かき氷については、飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷

を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。 

   

※仕込んだ原材料は出店当日使いきりとし、決して翌日に持ち越さないでください。 

※スムージー、フローズンドリンクは取り扱えません。 

 

 臨時出店者が取扱える食品は、上記の①～⑤の要件を満たし、かつ、次項以降に示す表１に掲げる

食品１品目及び表２に掲げる食品に限るものとする。 

ただし、飲料類１品目又は酒類１品目（サーバーによる提供は除く）と、他の１品目とを併せて

提供することができる。また、臨時営業者が取り扱える食品は表１とは異なるのでご注意ください。 
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※当日、テントの入り口に「営業許可書（臨時）」又は「行事における臨時出店届」を掲示すること。 

 

 

表 1 「臨時出店者」の取扱可能食品（調理、加工及び製造行為） 

取扱可能食品 

煮物類 ・事前に仕込み（細切、煮込み等）し、その場で煮込んだもの 

焼物類 ・事前に仕込み（細切、串刺し等）し、冷蔵した具をその場で焼いたもの  

・焼きとり（鶏肉以外の豚、牛等を含む。）、焼肉類にあっては、その場において短時

間で中心部まで加熱が十分にできる大きさ（一口サイズ）に事前に加工したもの 

お好み焼類 ・その場で水に溶いた小麦粉等と、事前に仕込み（細切等）した具をその場で混ぜ合

わせて焼いたもの 

・ピザ類にあっては、許可施設又は清潔な場所で仕込んだピザ生地に、事前に細切し

た具をのせて、その場で焼いたもの（生地は、仕込み場所で伸ばし調製したもの） 

茹物・蒸し物類 ・農産物や事前に仕込みした具をその場で茹でるか、蒸したもの 

焼きめん類 

 

・焼きそば、焼きうどん、焼きビーフン、チャプチェ等（めん類は市販品、具材は、

市販品又は事前に仕込んだ（細切等）もの） 

・焼きそば類似品にあっては、焼きそばと麺の種類が異なるだけで、水さらしなどの

工程がなく、焼きそばと調理工程が同等のもの  

揚物類 ・事前に仕込み（細切等）した具を、出店場所で揚げたもの 

喫茶類 ・事前に調製した材料を用いて、その場で小分け、希釈、混合、抽出、調味するもの

で、通常喫茶店営業にて提供される飲料、茶菓、甘味食品 

ソーセージ類 ・フランクフルト、アメリカンドッグ等、そのまま又は衣を付けたソーセージ類を焼

くか油で揚げたもの 

バーガー類 ・ハンバーガー、ドネルケバブ（出店場所で加熱した具材をパン等にはさんだもの。

加熱した塊肉のそぎ落としは出店場所では行わないこと。） 

・パン等（米飯は除く。）に、加熱調理した具材をはさんだもの（パン等は市販品、

具材は事前に加熱調理したもの） 

酒類 ・日本酒、ビール、焼酎等 

・ビールサーバーによる提供にあっては、専門の業者により管理調製されたもの 

 ※翌日への持ち越しはしないこと。 

レトルト食品、 

無菌包装米飯、 

即席カップ麺類 

・その場で加熱し、又はそのままで盛り付けて提供するもの 

・湯を注ぐのみで提供することができるもの 

焼菓子類 ・事前に仕込み（混合、成形等）した具を、その場で焼いたもの 

揚菓子類 ・事前に仕込み（混合、成形等）した具を、その場で揚げたもの 

団子菓子類 ・事前に団子に成形したものを、その場で焼くか蒸すかし、それに事前に仕込みした

具をからめたもの 

まんじゅう類 ・事前に仕込み（混合、成形等）したまんじゅうを、その場で加熱したもの 

もち菓子類 ・事前について成形した餅に、事前に仕込みした具をからめたもの 

あめ菓子類 ・事前に仕込みした原料を用いて、その場で簡単な加工を行って作るあめ菓子 

その他 ・要綱で示した範囲（果実チョコ（果実にチョコレートをからめたもの）） 
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・蒸しパン 

 

表２ 「臨時出店者」の取扱可能食品（販売行為） 

取  扱  食  品 例        示 

以下の条件を全て満たす食品とすること。 

・法により保存基準が定められていない食品 

・法の販売業許可が不要な食品 

・容器包装に入れられた食品（ただし、生鮮の野

菜及び果実は除く。） 

・生鮮の野菜及び果実 

・煮豆、つくだ煮、漬物、魚介加工品、菓子、

アイスクリーム、レトルト食品、缶詰食品、

びん詰食品 

※食料品とは、原則として許可ある施設で製造されたものであり、食品表示法に基づく表示が行われたも

のに限る。 

 

４．食品取扱の具体例  

調理、盛付け行為を行う場合は 1区画（テント）1品目を原則とする。ただし、下記のように大きな

テントの場合、区画（テーブルを分ける等）をし、それぞれの食品に専任の調理担当者をおける場

合は 2品目まで可とする。 

 

           通路側  ついたて等の隔壁または十分な空間（人、物の往来禁止） 

 

 

 

 

 

                          ※専任の調理担当者がいること 

 

                

○上記の場合の、避けてほしい取扱食品の組合わせの例 

汚染防止の観点から、提供直前に加熱調理しないもの（カキ氷、ところてん）と生肉、生魚、生卵を

原料とする食品は同一テント内で扱わないこと。（カキ氷と焼き鳥、ところてんとフライドチキン、

カキ氷とイカ焼き等） 

 

５．「行事における臨時出店届」記載時の注意点  

○１区画（テント）ごとに作成すること 

○取扱食品欄：正確かつ具体的に記入すること（×揚げ物類→○フライドポテト） 

       ただし、食料品販売の場合はアイテムの分類でよい（パン、焼菓子、野菜等） 

○取扱方法欄：調理方法（食料品販売の場合は仕入れ、販売方法）を具体的に記入すること 

       仕込み行為、当日の現場での調理行為の区分を明記すること 

複数品目を取り扱う場合には、区画・食品取扱者を分ける旨を明記すること 

 

 

お好み焼 焼きそば 

ｸｰﾗｰﾎﾞｯｸｽ 冷蔵庫 

水 水 

鉄板 鉄板 大型テント 

お問合せ先 

八王子市保健所 生活衛生課 食品衛生担当 

電話：０４２－６４５－５１１５ 


